
   
８００１ 通関士制度の概要 

 
 
 

我が国の通関士制度は、関税の申告納税制度への移行に伴い昭和 42 年に  

通関業法が制定された際に導入され、適正かつ迅速な通関を実現するうえで 

重要な制度として定着したものとなっています。 
通関手続が適正かつ迅速に行われるためには、通関業者が税関官署に提 

出する申告書類等の通関書類が適正であることが必要です。 
このため、通関業務に関する専門的知識、経験を有する専門家として、原  

則として通関業務を行う営業所ごとに通関士を置き、税関官署に提出する申 

告書類等の内容を審査させなければならないこととされています。 
通関士とは、国家試験である通関士試験に合格した者のうち、勤務先の通 

関業者の申請に基づく財務大臣の確認を受け、通関業務に従事する者をいい

ます。 
 
（通関業法第 13 条、第 14 条、第 23 条、第 31 条） 
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